
兵庫県立こども病院 感染性・非感染性廃棄物収集運搬・処理業務委託仕様書 

 

１ 委託内容 感染性廃棄物及び非感染性廃棄物の収集、運搬、処分業務  

  (1) 感染性廃棄物 

     荷姿：45㍑入り程度のダンボール箱(内部にポリ袋を要す）の密閉容器に、注射針等鋭利な

ものを収容する小型容器に入れ廃棄する。また、上記以外の注射針等鋭利なものと液状･泥

状のものについては、20㍑・50㍑入り程度のプラスチック缶の密閉容器に入れて廃棄す

る。特に液状のものについては、20㍑入り程度のポリ缶容器の密閉容器に入れて廃棄す

る。 

  (2) 非感染性廃棄物 

      荷姿：90㍑入り程度のポリ袋とする。（ポリ袋は委託者側で準備する。） 

    廃プラスチック類（合成樹脂の器具、レントゲンフィルム、ビニルチューブ、アルコール

綿の外袋、その他外袋、その他合成樹脂製のもの） 

※取扱上の注意 ・積み卸しに際しては、ゴム手袋を用い、素手では取り扱わないこと。 

・投げる等乱暴な取り扱いをしないこと。 

 

２ 予定数量 

 (1) 感染性廃棄物       ア 45㍑のダンボール箱：３年間約5,619,150㍑ 

               イ 容器内に収容する小型容器 

・20㍑のプラスチック容器：３年間約19,500㍑ 

・50㍑のプラスチック容器：３年間約301,500㍑ 

・20㍑のポリ缶容器：３年間約2,160㍑ 

                  

(2) 非感染性廃棄物        90㍑ビニール袋：３年間約740,610㍑ 

 

３ 収集容器   （１）感染性廃棄物の容器はすべて受託者で準備すること。 

         ・45 ㍑ダンボール箱（ビニール袋付） 

         ・20 ㍑のプラスチック容器 

         ・50 ㍑のプラスチック容器 

         ・20 ㍑のポリ缶容器又はそれに変わるもの 

        （２）非感染性廃棄物の 90 ㍑ビニール袋は委託者で準備する。 

納品場所は、別途指示をする。 

 

４ 収集場所    神戸市中央区港島南町１丁目６－７ 

兵庫県立こども病院 地階 感染性廃棄物庫 医療廃棄物庫 

※別添図面参照 

 収集場所から駐車場所（サービスヤード）までの運搬作業含む 

 



５ 収集日時    毎週月曜日～金曜日の午前９時～午後３時の間 

                ただし、排出量が著しく多い場合やその日が祝日又は休日の場合は協議のうえ

決める。 

 

 

６ 委託期間    令和８年４月１日から令和11年３月31日まで 

 

７ 収集記録    電子マニフェストを使用し、関係法令に従いマニフェスト登録をすること。収

集当日に、２(1)ア及びイに記載する容器の種類ごとの回収個数を記入した受渡確

認票を委託者へ提出すること。 

           

８ 運搬・処理方法 

 (1) 運搬車両  感染性廃棄物専用車両及び非感染性廃棄物専用車両とする。 

        ただし、同一処理(焼却・破砕)を行う場合は、感染性廃棄物専用車両に混載する

ことができる。  

運搬車両は2.850m以内の高さのものを使用すること。  

その他、取扱については、関係法令を遵守すること。  

  (2) 処理方法  感染性廃棄物は、中間処理(焼却・破砕)のうえ、安全を確認の後最終処分地で埋

立処分をすること。  

 

９ 再委託の禁止 病院の承諾なしに、業務を他人に委託してはならない。 

 

10 針刺し事故発生時の対応 

当院の感染対策マニュアルの規定に基づく。 

ただし、採血、各種薬剤投与に関する費用は受託者が負担する。 

 

11 その他 

(1) 各種廃棄物に係る照会に協力すること。 

(2) 毎月の回収実績を報告すること。 


